
 

 

議員提出議案第１号  

   日高市議会委員会条例の一部を改正する条例  

 上記の議案を別紙のとおり地方自治法第 112条及び日高市議会会議規則第 14条第

１項の規定により提出します。  

 

  令和７年３月７日提出  

  

 日高市議会議長  鈴  木  健  夫  様  

 

 

提出者   日高市議会議員  三  木  伸  也  
                  
                  
                 賛成者   日高市議会議員  城  所  美奈子  
                  
                  
                 賛成者   日高市議会議員  成  田  奈緒子  
                  
                  
                 賛成者   日高市議会議員  近  藤  沙  織  
                  
                  
                 賛成者   日高市議会議員  金  子    博  
                  
                  

                 賛成者   日高市議会議員  加  藤  大  輔  

                  
                  
                 賛成者   日高市議会議員  佐  藤    真  
                  
                  

                 賛成者   日高市議会議員  大  澤  博  行  

                  
                  
                 賛成者   日高市議会議員  山  田  一  繁  
                  
                  

                 賛成者   日高市議会議員  森  崎  成  喜  

 

 

提  案  理  由  

議会内における役職人事の変更に伴い、常任委員の任期を変更するため、所要の

改正をしたいので、この案を提出するものである。  



 

 

別紙  

日高市議会委員会条例の一部を改正する条例  

日高市議会委員会条例（平成４年条例第 16号）の一部を次のように改正する。  

第３条第１項中「２年」を「議員の任期」に改め、同項ただし書並びに同条第２

項及び第３項を削る。  

 第５条を次のように改める。  

第５条  削除  

 第８条第４項を削る。  

   附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  

 



日高市議会委員会条例の一部を改正する条例新旧対照表（参考資料） 

 

改  正  案 現     行 

（常任委員の任期） 

第３条 常任委員の任期は、議員の任期とする

。 

 

 

 

 

 

 

第５条 削除 

 

 

 

 

 

（委員の選任） 

第８条 略 

２・３ 略 

 

 

（常任委員の任期） 

第３条 常任委員の任期は、２年とする。ただ

し、後任者が選任されるまで在任する。 

２ 任期満了による常任委員の改選は、任期満

了の日前30日以内に行うことができる。 

３ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

 

（常任委員及び議会運営委員の任期の起算） 

第５条 常任委員及び議会運営委員の任期は、

選任の日から起算する。ただし、任期満了に

よる改選が、任期満了の日前に行われたとき

は、その改選による委員の任期は、前任の委

員の任期満了の日の翌日から起算する。 

 

（委員の選任） 

第８条 略 

２・３ 略 

４ 前項の規定により所属を変更した常任委員

の任期は、第３条第３項の例による。 

 


